
東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復
興
に
関
し
地
方
公
共
団
体
が
実
施
す
る
防
災
の
た
め
の
施
策
に
必
要
な

財
源
の
確
保
に
係
る
地
方
税
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議

平
成
二
十
三
年
十
一
月
二
十
九
日

参

議

院

総

務

委

員

会

政
府
は
、
本
法
施
行
に
当
た
り
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
、
そ
の
実
現
に
努
め
る
べ
き
で
あ
る
。

一
、
個
人
住
民
税
均
等
割
の
標
準
税
率
の
特
例
措
置
に
つ
い
て
は
、
法
案
の
修
正
の
経
緯
を
踏
ま
え
、
住
民
の
生
命
・
財
産
の

安
全
に
直
結
す
る
緊
急
防
災
・
減
災
事
業
の
財
源
確
保
の
た
め
に
講
じ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
つ
つ
、
国

民
の
理
解
が
得
ら
れ
る
よ
う
、
周
知
広
報
を
徹
底
す
る
こ
と
。
ま
た
、
法
案
の
修
正
に
伴
い
、
緊
急
防
災
・
減
災
事
業
の
実

施
に
不
測
の
支
障
が
生
ず
る
こ
と
の
な
い
よ
う
措
置
す
る
こ
と
。

二
、
緊
急
防
災
・
減
災
事
業
の
実
施
に
つ
い
て
は
、
各
地
方
公
共
団
体
の
自
主
的
判
断
を
尊
重
す
る
と
と
も
に
、
円
滑
な
事
業

の
執
行
に
向
け
、
適
切
な
支
援
を
行
う
こ
と
。
ま
た
、
同
事
業
を
実
施
し
な
か
っ
た
団
体
や
既
定
経
費
の
節
減
等
に
よ
り
個

人
住
民
税
均
等
割
の
税
率
を
引
き
上
げ
る
こ
と
な
く
同
事
業
を
実
施
し
た
団
体
を
不
利
益
に
取
り
扱
う
こ
と
の
な
い
よ
う
に

す
る
こ
と
。

三
、
緊
急
防
災
・
減
災
事
業
の
実
施
に
伴
い
同
種
の
既
存
事
業
の
縮
減
が
行
わ
れ
、
個
人
住
民
税
均
等
割
の
税
率
の
引
上
げ
に

よ
り
得
ら
れ
た
財
源
が
他
の
事
業
の
財
源
と
し
て
振
り
替
え
ら
れ
た
の
と
同
様
の
結
果
を
招
く
こ
と
の
な
い
よ
う
に
す
る
こ

と
。右

決
議
す
る
。


